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１ 芦屋いじめ防止基本方針策定の経過 

実施日 実施事項 内  容

平成 26 年 6 月 3 日 学識意見聴取
芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いて

平成 26 年 7 月 18 日 学識意見聴取
芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いて

平成 26 年 7 月 22 日

第１回芦屋市いじめ

防止等対策推進本部

幹事会

芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いて

平成 26 年 8 月 6 日

第１回芦屋市いじめ

防止等対策推進本部

会

芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いて

平成 26 年 8 月 21 日

第２回芦屋市いじめ

防止等対策推進本部

会

芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いて説明

平成 26 年 9 月 4 日
民生文教常任委員会

所管事務調査

芦屋市いじめ防止基本方針（素案）につ

いての報告

平成 26 年 9 月 25 日
パブリックコメント

実施（～10 月 24 日）

芦屋市いじめ防止基本方針（素案）に対

する市民意見の募集

平成 26 年 11 月 7 日 教育委員会
パブリックコメント実施結果について報告

芦屋市いじめ防止基本方針について報告

平成 26 年 11 月 19 日

第２回芦屋市いじめ

防止等対策推進本部

幹事会

パブリックコメント実施結果について

芦屋市いじめ防止基本方針について

平成 26 年 11 月 21 日

第３回芦屋市いじめ

防止等対策推進本部

会

パブリックコメント実施結果について

芦屋市いじめ防止基本方針について

平成 26 年 12 月 3 日
民生文教常任委員会

所管事務調査

パブリックコメント実施結果について報告

芦屋市いじめ防止基本方針について報告

平成 27 年 1 月 1 日
芦屋市いじめ防止基

本方針施行
芦屋市いじめ防止基本方針施行
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２ 「いじめ防止対策法」への対応（概要図） 
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３ いじめ防止対策推進法等（抜粋） 

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号） 

（基本理念） 

第３条 いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題

であることに鑑み，児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができ

るよう，学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とし

て行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は，全ての児童等がいじめを行わず，及び他の

児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないよう

にするため，いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関す

る児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び心身を保

護することが特に重要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地

域住民，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指

して行われなければならない。 

（地方いじめ防止基本方針） 

第１２条 地方公共団体は，いじめ防止基本方針を参酌し，その地域の実情に応

じ，当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果

的に推進するための基本的な方針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，

その学校の実情に応じ，当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針を定めるものとする。 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第１４条 地方公共団体は，いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図

るため，条例の定めるところにより，学校，教育委員会，児童相談所，法務局

又は地方法務局，都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対

策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は，前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には，当該いじ

め問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携

が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活

用されるよう，当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との

連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前２項の規定を踏まえ，教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な

連携の下に，地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等の

ための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは，教育委員会に附

属機関として必要な組織を置くことができるものとする。 
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（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第２２条 学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行

うため，当該学校の複数の教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有す

る者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置

くものとする。 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は，次に掲げる場合には，その事

態（以下「重大事態」という。）に対処し，及び当該重大事態と同種の事態の発

生の防止に資するため，速やかに，当該学校の設置者又はその設置する学校の

下に組織を設け，質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る

事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被

害が生じた疑いがあると認めるとき。 

(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は，前項の規定による調査を行ったとき

は，当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し，当該調査に

係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては，当該学校の設置者は，

同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及

び支援を行うものとする。 

（公立の学校に係る対処） 

第３０条 地方公共団体が設置する学校は，第２８条第１項各号に掲げる場合に

は，当該地方公共団体の教育委員会を通じて，重大事態が発生した旨を，当該

地方公共団体の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は，当該報告に係る重大事

態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認

めるときは，附属機関を設けて調査を行う等の方法により，第２８条第１項の

規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は，前項の規定による調査を行ったときは，その結果を議

会に報告しなければならない。 

４ 第２項の規定は，地方公共団体の長に対し，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条に規定する事務を管理し，

又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は，第２項の規定による調査の結果を踏ま

え，自らの権限及び責任において，当該調査に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

（教育委員会の職務権限）  

第２３条  教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次

に掲げるものを管理し，及び執行する。  

(1) 教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機関（以

下「学校その他の教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関すること。  

(2) 学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の

管理に関すること。  

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する

こと。  

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒，児童及び幼児の入学，転学及び

退学に関すること。  

(5) 学校の組織編制，教育課程，学習指導，生徒指導及び職業指導に関するこ

と。  

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。  

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。  

(8) 校長，教員その他の教育関係職員の研修に関すること。  

(9) 校長，教員その他の教育関係職員並びに生徒，児童及び幼児の保健，安全，

厚生及び福利に関すること。  

(10) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。  

(11) 学校給食に関すること。  

(12) 青少年教育，女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。  

(13) スポーツに関すること。  

(14) 文化財の保護に関すること。  

(15) ユネスコ活動に関すること。  

(16) 教育に関する法人に関すること。  

(17) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。  

(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する

こと。  

(19) 前各号に掲げるもののほか，当該地方公共団体の区域内における教育に

関する事務に関すること。  

（教育機関の設置）  

第３０条  地方公共団体は，法律で定めるところにより，学校，図書館，博物館，

公民館その他の教育機関を設置するほか，条例で，教育に関する専門的，技術

的事項の研究又は教育関係職員の研修，保健若しくは福利厚生に関する施設そ

の他の必要な教育機関を設置することができる。  
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４ 芦屋市いじめ防止等対策推進本部設置要綱 

（設置）

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第１２条の規定に基

づき，芦屋市いじめ防止基本方針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を策

定し，児童等に対するいじめの防止等（いじめの防止，いじめの早期発見及び

いじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進す

るため，芦屋市いじめ防止等対策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置

する。

（所掌事務）

第２条 推進本部は，次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめ防止基本方針の策定に関すること。 

(2) いじめ防止等の対策の推進及び関係部局の総合調整に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，設置目的を達成するために必要な事項に関す

ること。 

（組織）

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。

２ 本部長は，市長をもって充て，副本部長は，副市長及び教育長をもって充て

る。

３ 本部員は，別表第１に掲げる者をもって充てる。

（会議）

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要に応じて招集する。

２ 本部長は，会務を総理し，推進本部を代表する。

３ 本部長に事故あるとき，又は本部長が欠けたときは，あらかじめ，本部長が

指名する副本部長がその職務を代理する。

（幹事会）

第５条 推進本部は，その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために，幹

事会を置く。

２ 幹事会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。

３ 委員長は，こども・健康部長をもって充て，副委員長は，教育委員会学校教

育部長をもって充てる。

４ 委員長は，幹事会を代表する。

５ 委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，副委員長がその職務を

代理する。

６ 委員は，別表第２に掲げる者をもって充てる。

７ 委員長が必要と認めるときは，幹事会に委員以外の者の出席を求め，意見若

しくは説明を求め，又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第６条 推進本部の庶務は，こども・健康部こども政策課及び教育委員会学校教

育部学校教育課において行う。 

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，別

に定める。
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附 則

この要綱は，平成２６年７月１５日から施行する。

別表第１（第３条関係) 
技監

企画部長

総務部長

総務部参事（財務担当部長）

市民生活部長

福祉部長

こども・健康部長

都市建設部長

都市建設部参事（都市計画・開発事業担当部長）

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会管理部長

教育委員会学校教育部長

教育委員会社会教育部長

別表第２（第５条関係) 
企画部企画課長

総務部法制課長

総務部財政課長

市民生活部人権推進課長

福祉部地域福祉課長

福祉部生活援護課長

こども・健康部こども政策課長

こども・健康部こども課長

教育委員会管理部管理課長

教育委員会学校教育部学校教育課長

教育委員会学校教育部主幹（学校教育指導担当課長）

教育委員会社会教育部生涯学習課長

教育委員会社会教育部青少年育成課長



芦 屋 市 民 憲 章 

１ わたくしたち芦屋市民は，文化の高い教

養豊かなまちをきずきましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は，自然の風物を

愛し，まちを緑と花でつつみましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は，青少年の夢と

希望をすこやかに育てましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は，健康で明るく

幸福なまちをつくりましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は，災害や公害の

ない清潔で安全なまちにしましょう。


